
令和５年度版（中学生用）

栃木県庁那須庁舎（大田原市）

国道１１９号　上戸祭立体（宇都宮市） 栃木県消防防災航空隊とヘリコプター「おおるり」

　税の意義や
　役割を理解しよう



税金で道路を補修する 税金でゴミ処理をする

も　く　じ

もしも税金がなかったら？もしも税金がなかったら？

安全 キレイ

　では、税金にはどのような種類があり、だれが、どんな方法
で、どこに納めているのでしょうか。また、納められた税金は、
私たちの生活にどのようにかかわっているのでしょうか。
　こうした税金に関するさまざまな事柄をこれから一緒に考え、
調べていきましょう。

　国や地方公共団体では、私た
ちが健康で文化的な生活をおく
るために、個人ではできないさ
まざまな仕事を行っています。
これらの仕事をするためには、
多くの費用（財源）が必要で
す。そのために、みなさんから
「税金」という形で負担しても
らいます。もし「税金」がな
かったらどうなるでしょう。
　道路は穴だらけ、街にはゴミ
があふれているといったことに
なりかねません。そうなると一
番困るのは私たち自身です。

もしも税金がなかったら？　…………………… １
税の種類やしくみとは？　……………………… ２
身近な税金の使いみちは？　…………………… ３
国民の義務とは？ ……………………………… ６
財政の役割とは？　……………………………… ６
国や地方の財政の現状は？　…………………… ７
これからの社会と税の負担はどうなるの？　… ９
持続可能な社会保障制度の構築とは？　……… ９
みんなで考えてみよう！ ……………………… 10 、　、　　 、

　、

　、

栃木

10 7.8
2.2

1 年間に栃木県内の
市町に納められる税金

※道府県民税と市町村民税を
　あわせて一般に『住民税』と
　呼ばれています。

栃木県（県税）栃木県（県税）

約3,190億円

現在日本には、約50種類の税があります。

約69兆4,400億円
（令和5年度当初）

約2,640億円
（令和5年度当初）

（令和5年度当初）

私

私

税の種類やしくみとは？税の種類やしくみとは？
　国や地方公共団体では、私たちが健康で文化的な生活を送るために、個人ではできないさまざま
な仕事を行います。これらの仕事をするためには多くの費用（財源）が必要であり、そのために
「税金」という形で国民が負担しています。
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那須塩原市立黒磯中学校（体育館）

（提供：東京都）

佐野市立あそ野学園義務教育学校（校舎）

（令和2年度）

小学生
約 975,000円

（　　　　　　 ）1か月あたり
約81,300円 （　　　　　　 ）1か月あたり

約 88,600円（　　　　　　 ）1か月あたり
約93,500円

（　　　　　　 ）1日あたり
約5,610円

中学生
約1,122,000円

高校生
約1,063,000円

　国民すべてが平等に教育を受けられるように、みなさんが学校で使っている教科書、
机、イスの購入や、校舎の建設や修理も、多くの人が納めた税金によりまかなわれてい
ます。

　私たちが納めた税金のうち、一番多く使われ
ているのは「社会保障」にかかるものです。
　「社会保障」とは、私たちが安心して生活し
ていくために必要な「医療」「年金」「介護」
「子育て」などの公的サービスのことをいいま
す。

※一日あたりの金額は年間登校日数を年間200日として計算しています。

身近な税金の使いみちは？①身近な税金の使いみちは？①

学校の校舎等にかかる費用

校舎や体育施設の建設のため
の費用として1年間に743億円
が使われます。
（令和5年度予算）

　児童生徒が使用する教科書
を無償配付するための費用と
して1年間に464億円が使わ
れます。
（令和5年度予算）

教 育

社会保障

校舎

医 療

子育て

年 金

介 護

　老後も安心して暮らして
いくために国から受けとるお
金（年金）の一部には、税金
が使われています。す。す

　かぜを引いたり、けがを
したりして病院で手当てを
してもらうと、お金がかか
ります。かかったお金の一
部には、税金が使われてい
ます。

　子どもを産み育てやすいよ
うにするために、保育所や認
定こども園などを造ります。
　かかったお金の一部には、
税金が使われています。

　介護サービスを利用した
ときにかかるお金の一部に
は、税金が使われていま
す。
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教 育

社会保障

校舎

刑法犯関係　5,207件

各種照会　4,948件

けんか・口論　5,623件

保護・救護　6,520件

国道408号　真岡南バイパス（真岡市）

総合運動公園　カンセキスタジアムとちぎ（宇都宮市）

ドクターヘリと消防隊員とが連携した救助・救急搬送訓練
（提供：下野新聞社　平成29年9月21日下野新聞掲載）

消防学校での訓練地域の安全を守る警察官

約42,201円
（令和3年度）

警察や消防に使われる税金
国民一人あたり（１年間）

県内の救急搬送状況の推移（平成23年～）

出動件数（件） 搬送人員（人）

県内の110番の事案別有効受理件数
（令和4年）

住民の安全を
守るために

　生活を便利にしてくれる道路や橋、様々な知識を与えてくれる美術館や
図書館など、公共施設といってもいろいろあります。
　これらを造るにはたくさんのお金がかかり、ここにも税金が生かされて
います。

もし、税金がなくなって、火事や事故にあっても、消防車や救急車、
警察官が来てくれないと大変です。
　税金は、犯罪の防止や社会の安全と秩序の維持など、私たちの生命・
身体・財産を守ってくれる仕事にも使われています。

住民の安全を
守るために

「とちぎの元気な森づくり県民税」を活用した取組み

とちぎの元気な森づくり県民税
　県内の森林の荒廃が進んでいることから、森林保全
のため導入された栃木県独自の税金で、県民税を納め
る個人や法人にかかります。
　この税金は、荒廃した森林の再生やボランティア活
動の支援など、森林を元気にするための取組に使われ
ます。

便利で豊かな
暮らしのために
便利で豊かな
暮らしのために

交通関係
41,684件

各種情報
13,339件

続報
13,644件

その他
8,438件

要望苦情
16,488件

総数
115,891件

身近な税金の使いみちは？②身近な税金の使いみちは？②
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約130,794円
（令和2年度）

医療費に使われる税金
国民一人あたり（１年間）

約19,429円 
（令和3年度）

ゴミ処理費用にかかる税金
国民一人あたり（１年間）

（年度）平成26

680 679

800

700

600

500

　平成23年３月、宮城県沖を震源とした東日本大震災や、平成27年
９月の関東・東北豪雨災害、令和元年東日本台風の復旧や復興のため
にも税金は使われています。

令和元年東日本台風の復旧作業平成27年9月
関東・東北豪雨災害時の救助活動（茨城県常総市）
（提供：陸上自衛隊北宇都宮駐屯地）

　私たちが快適に暮らせるように、ゴミの収集や処理にも税金が使われて
います。
　また、健康な生活をおくるための健康診断や予防接種、高齢者が安心し
て豊かに暮らせるための施設やサービスなどの事業にかかる費用にも、税
金が使われています。

平成27

健康で快適な
暮らしのために
健康で快適な
暮らしのために

災害復旧のために災害復旧のために

668667

平成29平成28

664

平成30

661

令和元

661

令和2

648

令和3

税
納

◆国民主権のもとでの税

◆公共サービス・公共施設を
　提供する

◆所得の不均衡をなおす

日本国憲法第84条
「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、
法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」

◆国民の義務

日本国憲法第30条
「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ（負う）。」

教育 勤労 納税

所得の多い人 所得の少ない人

◆景気を調整する

栃木県議会の様子

税に関する法律や
税の使いみちについて

話し合って
いるんだよね。

国民として税金について
考えることが大切だね。

景気が悪いとき

景気が良いとき

景
気
を
良
く
す
る

景
気

に
熱
過
の

キ
が
か
か
る

税には景気の変動を
ゆるやかにする
働きがあるよ。

会社や個人の
収入が増える

税の負担が
増える

会社や個人の
収入が減る

税の負担が
減る

税
税

税

税

　累進課税制度は、所得が多いほどより税率が高くなる税金のしくみで、
日本では、所得税のほか相続税や贈与税もこのしくみです。この制度は、
支払い能力に応じて税金を負担してもらおうとするものです。
　これとは逆に、消費税のように税率が一定の税金もあります。

同じ家族構成でも、年収
500万円の場合の税額は
5万円ですが、年収が2,000
万円になると、税額は342
万円で約68倍になります。

　例えば、夫婦と子ども２人（うち１人は16歳：１人は20歳）の
勤め人の所得税（令和５年分、復興特別所得税を含む）は…

Ａさん　年　収　　　500万円

　　　　所得税　　5万円

Ｂさん　年　収　　　　　　　   　2,000万円

　　　　所得税　　 342万円

累進課税制度

※社会保険料控除を含めて計算しています。

国民の義務とは？国民の義務とは？

財政の役割とは？財政の役割とは？

　会社や個人の所得が増える好景気のときには、税負
担が増えて、景気の過熱にブレーキをかけます。
　不景気のときには、税負担が減って、景気の落ち込
みをゆるめます。また、歳出面では、公共事業を増や
すなどして景気を良くすることもできます。

　税は、国や地方公共団体が公共サービスを行うのに必
要な費用をまかなうために、国民に負担を求めるもので
す。
　民主主義国家である日本では、これらの税に関する法
律は国会によって定められます。つまり、税は国民の代表
である国会議員により、国会でのみ決定されるのです。
　これが税についての民主主義の基本原則です。
　地方公共団体の税金である地方税についても同様で
す。地方税法という法律や、地方公共団体の議会が定め
る条例で、そのしくみが決められています。

　日本の所得税などでは、所得が多くなるほど税負担
が大きくなる累進課税制度が採られています。また、
歳出面では社会保障の支出を通じて、所得の少ない人
の生活を助けています。このように、財政には国民間
の所得の開きを縮める働きがあります。

　財政とは国や地方公共団体の経済活動のことで、そ
のために必要なお金は税金として集められています。
私たちが納める税金は、公共サービスや公共施設に形
を変えて、生活のさまざまな場面で役立っています。

　税は、国を維持し、発展させていくために欠かせな
いものです。そのため憲法では、税を納めること（納
税）を国民の義務と定めています。
　この納税の義務は、勤労の義務、普通教育を受けさ
せる義務と並んで国民の三大義務の１つとされていま
す。
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　　　　所得税　　5万円

Ｂさん　年　収　　　　　　　   　2,000万円

　　　　所得税　　 342万円

累進課税制度

※社会保険料控除を含めて計算しています。

国民の義務とは？国民の義務とは？

財政の役割とは？財政の役割とは？

　会社や個人の所得が増える好景気のときには、税負
担が増えて、景気の過熱にブレーキをかけます。
　不景気のときには、税負担が減って、景気の落ち込
みをゆるめます。また、歳出面では、公共事業を増や
すなどして景気を良くすることもできます。

　税は、国や地方公共団体が公共サービスを行うのに必
要な費用をまかなうために、国民に負担を求めるもので
す。
　民主主義国家である日本では、これらの税に関する法
律は国会によって定められます。つまり、税は国民の代表
である国会議員により、国会でのみ決定されるのです。
　これが税についての民主主義の基本原則です。
　地方公共団体の税金である地方税についても同様で
す。地方税法という法律や、地方公共団体の議会が定め
る条例で、そのしくみが決められています。

　日本の所得税などでは、所得が多くなるほど税負担
が大きくなる累進課税制度が採られています。また、
歳出面では社会保障の支出を通じて、所得の少ない人
の生活を助けています。このように、財政には国民間
の所得の開きを縮める働きがあります。

　財政とは国や地方公共団体の経済活動のことで、そ
のために必要なお金は税金として集められています。
私たちが納める税金は、公共サービスや公共施設に形
を変えて、生活のさまざまな場面で役立っています。

　税は、国を維持し、発展させていくために欠かせな
いものです。そのため憲法では、税を納めること（納
税）を国民の義務と定めています。
　この納税の義務は、勤労の義務、普通教育を受けさ
せる義務と並んで国民の三大義務の１つとされていま
す。
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歳出

歳入の内訳
歳入

歳出の内訳

公債金収入
35兆6,230億円35兆6,230億円

31.1％31.1％31.1％

国債費
25兆2,503億円

22.1％ 社会保障
36兆8,889億円

32.3％

地方交付税
交付金等

16兆3,992億円
14.3％

その他
10兆1,986億円

8.8％

新型コロナ対策
予備費
4兆円
3.5％

防衛
10兆1,686億円 

8.9％

公共事業
6兆600億円
 5.3％

文教及び科学振興
5兆4,158億円
4.7％

特例公債特例公債特例公債
29兆650億円29兆650億円29兆650億円

25.4％ 一般会計
歳入総額

114兆3,812114兆3,812114兆3,812
億円

一般会計
歳出総額

114兆3,812
億円

所得税
21兆480億円

18.4％

法人税法人税法人税
14兆6,020億円14兆6,020億円14兆6,020億円

12.8％

消費税
23兆3,840億円23兆3,840億円

20.4％

その他
10兆4,060億円 9.0％

その他収入
9兆3,182億円 8.1％

建設公債
6兆5,580億円

5.7％

租税及び印紙収入
69兆4,400億円69兆4,400億円
60.7％60.7％60.7％

国の財政（令和5年度当初予算）

栃木県の財政（令和5年度当初予算）

国や地方の財政の現状は？国や地方の財政の現状は？

　令和5年度の歳入は約114.3兆円です。
　この歳入の約60.7％が租税及び印紙収入でまかなわれて
いますが、残りのうち、約35.6兆円（約31.1％）は公債金
収入に依存しています。
　公債金となる国債は元本の返済や利子の支払いなどの負担
を将来の世代に残すことから、国債に依存するわが国の財政
を改善することが、大きな課題となっています。

　国の予算の使い方は国会で決められます。
　私たちが、より豊かで安心して生活できる社会
となるような方面に、多く支出されています。
　「国債費」は、国債の元本の返済、利子の支払
いなどの費用であり、歳出のうち22.1％と高い
割合になっています。

６【警察費】　　　生活を守るために
７【総務費】　　　市町の振興などのために
８【農林水産業費】農林水産業の発展のために　
９【公債費】　　　県債の返済のために
10【災害復旧費】　災害時の復旧・復興のために

１【教育費】教育のために　
２【商工費】商工業の発展のために　
３【民生費】福祉の充実のために　
４【衛生費】健康で快適な生活や環境を
　　　　　　つくるために　
５【土木費】道路の整備や町づくりのために

教育費
1,796億円

18.3%

商工費
1,726億円

17.6%

衛生費
934億円

9.5%

土木費
843億円

8.6%

警察費
445億円

4.5%

総務費
417億円

4.3%

公債費
969億円

9.9%

その他
1,114億円

11.5%

農林
水産業費
380億円

3.9%

民生費
1,136億円

11.6%

歳出総額
9,786億円

災害復旧費
26億円
0.3%

県税
2,640億円

27％

その他
1,602億円

16.4％県債（臨時財政対策債）
110億円　1.1％

県債
596億円　6.1％

国庫支出金
1,245億円
12.7％

諸収入
1,861億円

19％

その他　287億円　2.9％

一般財源
5,797億円

59.2

一般財源
5,797億円

59.2

特定財源
3,989億円

40.8％

特定財源
3,989億円

40.8％

地方交付税
1,445億円

14.8％

地方交付税
1,445億円

14.8％

歳入総額
9,786億円

その他
30.9％

県民税　30.9％

事業税　24.3％

自動車税
13.9％

令和５年度の栃木県歳入予算額は、 9,786億円です。
そのうち県税収入は2,640億円で、 予算額の27.0％を
占め、 県の財源として重要な役割を担っています。
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公債残高の累計状況

昭和45 昭和50 令和5年平成27平成22平成17平成12平成7平成2年昭和60昭和55
（年度末）

特例公債分

復興債分
建設公債分

28223

42
13 6759 65

158

280

390

534

769

75

102

158

209

247

246

266

294

66

5

3 15 71

134 166

225

527

636

805

1,068

368

◆公債残高の増加

◆日本の借金を諸外国と比べると…

令和5年度末公債残高見込み　約1,068兆円

国民一人あたり 約858万円
4人家族で  　約3,432万円

※勤労者世帯の平均年間可処分所得は約601万円
（平均世帯人員 3.24人）

参考

国が「国債」という証券を発行し、これを国民などが買います。こうして集められたお金が「公債金」で、令和5年
度当初予算では、歳入のうち31.1％を占めています。
 　国債の発行は公共事業費などに充てる建設国債を除いて、原則的には禁止されています。しかし、国の経済状態や国
民の生活のために、歳入が不足していても、タイミングよく行わなければいけない政策や事業もあります。そのような
ときは、特別に法律を作って国債を発行し、資金を調達することもあります。これが「赤字国債」です。
　令和5年度は35.6兆円の国債が発行され、これまでに発行した国債の残高は令和5年度末で1,068兆円になると見
込まれます。国債は国の借金なので、元本の返済と利子の支払いを伴います。この費用を「国債費」といい、歳出の中
で大きな割合を占めています。
　このままでは、次の世代に大きな負担を残すおそれが
あります。
※平成23年度から東日本大震災からの復興のために実施する
施策に必要な財源として発行される復興債を公債残高に含ん
でいます。

（％）

日本
255.4％

イタリア
149.8％
アメリカ
126.4％

イギリス
108.1％

フランス
112.6％

ドイツ
68.6％

カナダ
115.1％

（暦年）（08）（09）（10）（11）（12）（13）（14）（15）（16）（17）（18）（19）（20）（21）（22）（23）
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財政構造の変化と税負担
　平成２年度と令和5年度の国の歳入と歳出の内訳をくらべてみると、歳入では税収がほぼ横ばいで
あるのに対し、公債が大幅に増加しています。また、歳出では公共事業費や交付税などはほぼ横ばい
であるのに対し、社会保障費と国債費は大きく増加しています。社会保障費の増加部分を税金や特例
公債などの公費で補っていますが、働き手が減少しているため、国債発行（借金）が年々増加してい
くことになります。

財務省「令和５年４月　日本の財政関係資料」

税収
58.0 

その他収入2.6 

建設
国債
5.6

公共
事業
6.2

文教・
科技
 5.1

その他
9.6

防衛
4.2

社会保障
11.6 交付税

15.3 

債務償還費 3.1 

利払費等 11.2 （17.5％）

税収
69.4

その他収入
9.3

建設
国債
6.6

特例国債
29.1

公共
事業
6.1

文教・
科技
 5.4

その他
9.2

防衛
6.8

防衛力強化資金繰入れ 3.4
コロナ・物価予備費 4.0 ウクライナ情勢経済緊急対応予備費 1.0

社会保障
36.9 交付税

16.4 債務償還費 16.8

利払費等 8.5

【平成２（1990）年度当初予算】

歳入
66.2

歳出
66.2

歳入
114.4

歳出
114.4

【令和５（2023）年度予算】

＋48.1 + 2.4 ＋25.3

（単位︓兆円）

一般歳出

（注）括弧内は一般会計歳出に占める社会保障関係費の割合。

＋11.0+ 1.1

国債費 25.3

国債費 14.3

（32.3％）

決算
60.1

１年間の経済活動の規模（GDP）と比較した借金の総額
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◆少子高齢社会の到来

1.3人

 2050年（令和32年）

1.9人

 2020 年（令和2年）

6.6人

 1980年（昭和55年）

20～64歳人口の65歳以上人口に対する比率

◆社会保障の充実と税負担

◆消費税率の引き上げと使いみち

なぜ、消費税が選ばれたの？

　社会保障の充実・安定化や財政の健全化のために安定的な財源が必要です。そのため、令和元年10月から消費
税率が10％に引き上げられ、その増収分の使いみちは社会保障の充実策に加え、教育負担の軽減・子育て層支
援・介護人材の確保に充てられます。

● 景気や人口構成の変化に左右されにくく、税収が安定している。
● 働く世代など特定の人に負担が集中することなく、経済活動に中立的
● 高い財源調達力がある

　日本人の平均寿命は、40年の間に10歳も延び、現在、男性が約81歳、女性が約87歳に達しています。
一方、将来の働き手となる子どもの出生率は急激に下がっています。このように高齢者の割合が増え、反面、
年少者の割合が減るという現象は将来の社会に大きな問題を投げかけています（少子高齢社会）。

　少子高齢社会の問題の１つは社会保障の
費用が増えていくことであり、もう１つは
その費用を負担する働き手が減っていくこ
とです。
　高齢化の進展に伴い、社会保障にかかる
費用が急激に増加する中で、社会保険料収
入は横ばいで推移しており、税金や国債発
行（借金）といった公費の負担が増加して
います。これを賄う財源を確保出来ないた
め、給付と負担のバランス（社会保障制度
の持続可能性）が損なわれ、将来世代に負
担を先送りしています。

これからの社会と税の負担はどうなるの？これからの社会と税の負担はどうなるの？

持続可能な社会保障制度の構築とは？持続可能な社会保障制度の構築とは？

社会保障の財源を
調達する手段として
ふさわしい税金です。

低所得者の介護保険料軽減

低所得高齢者の暮らしを支援

幼児教育の無償化

待機児童の解消

高等教育の無償化

介護人材の処遇改善

＞＿＜ ＞＿＜

高齢化率の国際比較
日

独
仏

英
米
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1950 1970 2000 2025 2050

1970 2021 2025 2050

7.1 29.1 30.0 37.7

13.6 22.0 23.5 30.0

12.9 21.1 22.4 27.8

13.0 18.8 19.8 25.3

10.1 17.0 18.6 22.4

2021

（出所）日本の財政関係資料 （令和４年４月 財務省）
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介護・福祉
その他
31.5

（うち介護13.1）

資産収入等

医療
40.8

年金
58.9

財源126.1兆円
＋資産収入

令和4年度
（2022年度）

給付費
131.1兆円

税財源

国債発行公費
52.0
兆円

地方税等負担
16.0兆円

国庫負担
36.1兆円

保険料

公費

132.2

59.0

73.5

39.5

16.2
47.4

給付費

（兆円）

（年度）

保険料
74.1

平成 令和

主な国の受益(社会保障支出)と負担(国民負担率)のバランス
(GDP比)【2016】
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（％）

高福祉

低福祉

国民負担率（税・社会保険料等の負担）

（出典）OECD “National Accounts”、“Revenue Statistics”内閣府「国民経済計算」等

低負担 高負担
（％）

社
会
保
障
支
出︵
国
民
の
受
益
︶

イギリス

ドイツ

イタリア

フランス

日本

アメリカ

◆受益と負担のバランス

みんなで考えてみよう！みんなで考えてみよう！

　日本の社会保障を主要先進国と比較すると、
国民の受益（社会保障支出）に比べて国民の負
担（税金と社会保険料）の水準は低いです。
　高齢化に伴う社会保障支出の増加と国民の負
担の関係については、引き続き、国民全体で話
し合っていく必要があります。
　皆さんも、受益と負担のバランスを今後どう
していくか、考えてみましょう。

大きい政府
（高福祉・高負担）

小さい政府
（低福祉・低負担）

　公的サービスの水
準は高くなりますが、
その分、国民の負担
も大きくなります。

　公的サービスの水
準は低くなりますが、
その分、国民の負担
も小さくなります。

◆「公平」に負担するってどういうこと？

Aさん

Bさん

Cさん

 お小遣い

10,000円

  5,000円

  1,500円

食べた量

少ない

たくさん

中くらい

負担する金額
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年少者の割合が減るという現象は将来の社会に大きな問題を投げかけています（少子高齢社会）。

　少子高齢社会の問題の１つは社会保障の
費用が増えていくことであり、もう１つは
その費用を負担する働き手が減っていくこ
とです。
　高齢化の進展に伴い、社会保障にかかる
費用が急激に増加する中で、社会保険料収
入は横ばいで推移しており、税金や国債発
行（借金）といった公費の負担が増加して
います。これを賄う財源を確保出来ないた
め、給付と負担のバランス（社会保障制度
の持続可能性）が損なわれ、将来世代に負
担を先送りしています。

これからの社会と税の負担はどうなるの？これからの社会と税の負担はどうなるの？

持続可能な社会保障制度の構築とは？持続可能な社会保障制度の構築とは？

社会保障の財源を
調達する手段として
ふさわしい税金です。

低所得者の介護保険料軽減

低所得高齢者の暮らしを支援

幼児教育の無償化

待機児童の解消

高等教育の無償化

介護人材の処遇改善

＞＿＜ ＞＿＜

高齢化率の国際比較
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0

20

40

60

80

100

120

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 元 2

介護・福祉
その他
31.5

（うち介護13.1）

資産収入等

医療
40.8

年金
58.9

財源126.1兆円
＋資産収入

令和4年度
（2022年度）

給付費
131.1兆円

税財源

国債発行公費
52.0
兆円

地方税等負担
16.0兆円

国庫負担
36.1兆円

保険料

公費

132.2

59.0

73.5

39.5

16.2
47.4

給付費

（兆円）

（年度）

保険料
74.1

平成 令和

主な国の受益(社会保障支出)と負担(国民負担率)のバランス
(GDP比)【2016】
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◆受益と負担のバランス

みんなで考えてみよう！みんなで考えてみよう！

　日本の社会保障を主要先進国と比較すると、
国民の受益（社会保障支出）に比べて国民の負
担（税金と社会保険料）の水準は低いです。
　高齢化に伴う社会保障支出の増加と国民の負
担の関係については、引き続き、国民全体で話
し合っていく必要があります。
　皆さんも、受益と負担のバランスを今後どう
していくか、考えてみましょう。

大きい政府
（高福祉・高負担）

小さい政府
（低福祉・低負担）

　公的サービスの水
準は高くなりますが、
その分、国民の負担
も大きくなります。

　公的サービスの水
準は低くなりますが、
その分、国民の負担
も小さくなります。

◆「公平」に負担するってどういうこと？
　友だち３人で食事に行きました。みんなでいろいろな料理を分け
合って食べたとき、食事代の支払いはどのように負担しますか。
　なお、食事代金の合計は4,500円で、3人はそれぞれ違う金額の
お小遣いを持っています。

　（考え方①）３人で均等に割って支払う。
　（考え方②）たくさん食べた人は多く、少ししか食べていない人は少なく支払う。
　（考え方③）お小遣いをたくさん持っている人は多く、あまり持っていない人は少なく支払う。

　どの考え方も『公平』のようですが、1つの方法では完全な『公平』に
ならないのです。
　税金も1つの方法で課税したのでは、完全な『公平』にはなりません。
税負担の『公平』を確保するために、税の性格に応じた適切な課税方法を
採用して、所得課税、消費課税、資産課税等をバランスよく組み合わせる
という工夫が行われています。

Aさん

Bさん

Cさん

 お小遣い

10,000円

  5,000円

  1,500円

食べた量

少ない

たくさん

中くらい

負担する金額
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